
協議第５１号 

 

   建設関係事業の取扱いについて 

 

 建設関係事業の取扱いについて提出する。 

 

 

     平成１６年５月１１日 

 

         矢部・清和・蘇陽合併協議会会長   甲 斐 利 幸  

 

 建設関係事業の取扱いについて(合併協定項目番号：３８) 

 建設関係事業の取扱いについては次のとおりとする。 

 

１．町村道・橋梁新設改良事業については、各町村の実施計画に沿って実施すること

とするが、その詳細は合併後新町において調整する。但し、合併までに着手した事

業については、旧町村の例による。 

 

２．町村道認定基準については、合併までに調整する。 

 

３．町村道・河川占用については、合併までに調整する。 

 

４．砂防及び急傾斜地崩壊対策事業については、分担金も含め合併までに調整する。

 

５．がけ地近接等危険住宅移転事業補助金については、合併後新町において検討する。

 

６．公営住宅建設計画については、合併後新町において策定する。 

 

７．公営住宅管理については、合併までに調整する。 

 

８．小集落改良住宅については、現行のまま新町に引き継ぐ。 

 

９．駐車場設置補助金については、合併後新町において検討する。 

 

10．河川、道路関連協議会等については、合併後新町において検討する。 

平成１６年５月１１日確認 

 



様式２ 

   矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票 

専門部会名 建 設 分科会名 土木建築 

事務事業番号 ３８-１ 事務事業名 町村道・橋梁新設改良事業 

事務局報告年月日 平成  年  月  日 

提出責任者 専門部会長 矢部町 松本 五雄 

〃 分科会代表 蘇陽町 佐藤 三巳 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

町村道・橋梁新設改良事業については、各町村の実施計画に沿って実施することとするが、その詳細は合併後新町において調整する。 

但し、合併までに着手した事業については、旧町村の例による。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

受益者負担 ○矢部町土木工事受益者負担条例 

（割 合） 

 町道     事業費の３／１００ 

 橋梁     事業費の３／１００ 

 下排水路   事業費の３／１００ 

（限度額） 

 負担金の額が受益者１戸あたり平均３万円を超えるときは３万円に 

 受益者数を乗じて得た額 

（減 免） 

 公共性が極めて高く広域にわたり受益者の決定が困難な工事 

・なし 

 

・なし 

 

町村道国庫補

助事業 

 

 

 

・民生安定事業（防衛施設庁） 

（補助率 ７５％） 

・緊急地方道路整備事業（国交省） 

（補助率 ５５％） 

・調整交付金事業（防衛施設庁） 

・緊急地方道路整備事業（国交省） 

（補助率 ５５％） 

 

 

 

 

・緊急地方道路整備事業（国交省） 

（補助率 ５５％） 

 

 

 

 

国県道新設改

良事業 

国県道改良要望路線 

・国道４４５号線 

・県道 矢部阿蘇公園線 河内矢部線 稲生野甲佐線 清和砥用線 

    南田内大臣線 横野矢部線 柿原入佐線 島木上寺線 

    小峰川内線 長原川野線 囲砥用線 

県道  河内矢部線 

緊道整 小峰川内線 

    仏原高森線 

    村道米生栃原線（県代行） 

 

 

県道 河内矢部線 ２箇所 

 

 

矢部町のみ受益者負担がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国庫補助事業では、矢部町が防衛施設庁の事

業を、３町村とも国土交通省の緊急地方道路

整備事業を実施している 

 

 



町村道現況
（H14.3.31現在）

矢部町 清和村 蘇陽町

①認定路線数・延長

路線数(本）

一級町村道 3 4 2
二級町村道 16 13 12
その他町村道 563 104 171
合計 582 121 185

路線延長（ｍ）

一級町村道 8,982 29,132 11,152
二級町村道 52,513 56,813 55,024
その他町村道 341,620 108,879 223,928
合計 403,115 194,824 290,104

②改良済延長・改良率

改良済延長（ｍ）

一級町村道 2,487 29,132 6,717
二級町村道 12,262 48,353 17,255
その他町村道 71,228 62,069 102,570
合計 85,977 139,554 126,542

改良率（％）

一級町村道 27.69 100.00 60.23
二級町村道 23.35 85.11 31.36
その他町村道 20.85 57.01 45.80
合計 21.33 71.63 43.62

③舗装延長・舗装率

舗装延長（ｍ）

一級町村道 8,871 29,132 11,152
二級町村道 43,445 53,755 47,405
その他町村道 253,305 95,997 136,023
合計 305,621 178,884 194,580

舗装率（％）

一級町村道 98.76 100.00 100.00
二級町村道 82.73 94.62 86.15
その他町村道 74.15 88.17 60.74
合計 75.81 91.82 67.07



様式２ 

   矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票 

専門部会名 建 設 分科会名 土木建築 

事務事業番号 ３８-２ 事務事業名 町村道認定基準 

事務局報告年月日 平成  年  月  日 

提出責任者 専門部会長 矢部町 松本 五雄 

〃 分科会代表 蘇陽町 佐藤 三巳 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

町村道認定基準については、合併までに調整する。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

道路認定条件

について 

○矢部町道路条例第２条 

1. 一般交通の用に供する重要道路であること 

2. 普通乗用車程度の車両が通行可能な幅員、構
造を有するものである 

3. 付属するトンネル・橋等の施設及び道路の付

属物を含むものとする 

（明確な基準なし） 

・新規道路の認定（道路法第８条）にあたっては

次の条件を考慮し認定している 

1. 自動車通行可能な道路であること 

2. 路線は、他の国道及び村道と一体となって道

路を完結していること 

3. 社会的、自然的条件等から、適切であると認

められる路線（開発的性格を有するものはこ

の限りでない） 

（明確な基準なし） 

・新規道路の認定（道路法第８条）にあたっては 

次の条件を考慮し認定している 

1.自動車通行可能な道路であること 

2.路線は、他の国道及び町道と一体となって道路 

 を完結していること 

3.社会的、自然的条件等から、適切であると認めら 

 れる路線（開発的性格を有するものはこの限りで 

 ない） 

認定の手順に

ついて 

・区長より町道認定申請書の提出→路線の審査・

検討（検討委員会）→路線認定の議決→路線認

定の公示→台帳整備（業者へ委託）→区域決定

の公示→供用開始の公示の手順で行っている 

・区長より村道編入要望書の提出→路線の審査・

 検討→路線認定の議決→路線認定の公示→台帳

 整備（コンサルに委託）→区域決定の公示→供

用開始の公示の手順で行っている 

・道路台帳へ供用開始の公示を経て台帳へ記載し

ている 

・区長より町道編入要望書の提出→路線の審査・ 

 検討→路線認定の議決→路線認定の公示→台帳 

 整備（コンサルに委託）→区域決定の公示→供用

開始の公示の手順で行っている 

・道路台帳へ供用開始の公示を経て台帳へ記載して

いる 

路線の廃止に

ついて 

矢部町道路条例第３号 

1.一般交通の用に供する必要がなくなったと認め

る場合 

（明確な基準無し） 

・条件は特に定めていないが、道路改良に伴い起

 終点が変更になった路線については、いったん

 廃止して再確認を行っている 

・その他、一般の交通のように供する必要がなく

なったと認める路線 

（明確な基準無し） 

・条件は特に定めていないが、道路改良に伴い起 

 終点が変更になった路線については、いったん 

 廃止して再確認を行っている 

・その他、一般の交通のように供する必要がなくな

ったと認める路線 

矢部町には道路条例の規定があるが、清和

村・蘇陽町については規定されていない 

 



調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

道路等級の区

分について 

①一級町村道

認定条件 

（明確な基準なし） 

 本町を通過する国道、県道とともに本町の主幹

幹線道路網を構成するのに必要な道路であり、且

つ、車道幅員４ｍ以上の道路で各号の１に該当す

るもの 

イ．国道と県道、県道と県道を結ぶ主要な道路 

ロ．主要な市街地道路 

（明確な基準なし） 

1. 国道と県道を結ぶ主要な車道 

2. 公共施設又は公益施設を結ぶ主要な車道 
3. 主要な集落を相互に連絡する主要な車道 

4. 地域開発計画が現になされ、これが遂行上

特に必要な道路 

5. 特に村長が必要と認めた道路 

（明確な基準なし） 

1. 国道と県道を結ぶ主要な車道 

2. 公共施設又は公益施設を結ぶ主要な車道 
3. 主要な集落を相互に連絡する主要な車道 

4. 地域開発計画が現になされ、これが遂行上

特に必要な道路 

5. 特に町長が必要と認めた道路 

②二級町村道

認定条件 

（一般道及び 

    連絡道） 

（明確な基準なし） 

 本町における補助幹線道路網を構成するのに必

要な道路であり且つ、車道幅員３ｍ以上４ｍ未満

の道路である 

（明確な基準なし） 

1. 主要な集落と集落を結ぶ車道 

2. 集落と主要幹線道を結ぶ車道 

3. 特に村長が必要と認めた道路 

（明確な基準なし） 

1. 主要な集落と集落を結ぶ車道 

2. 集落と主要幹線道を結ぶ車道 

3. 特に町長が必要と認めた道路 

③その他町村

道認定条件 

 

（明確な基準なし） 

 １級及び２級道路をのぞく町道として必要な道

路であるもの 

（明確な基準なし） 

1. 主要幹線道及び一般道、連絡道以外の村道
2. 特に村長が必要と認めた道路 

（明確な基準なし） 

1. 主要幹線道及び一般道、連絡道以外の町道 
2. 特に町道が必要と認めた道路 

３町村とも明確な基準はないが、国道及

び県道を軸に、公共性の高い道路を認定

の対象としている。矢部町は１，２級に

ついて道路幅が認定条件として規定さ

れている 

 

 



＜道路法抜粋＞ 

 

第２章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定 

 

（市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長が その路線を

認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじ め当該市町

村の議会の議決を経なければならない。 

３ 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえ て、市町村

道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長 

 は、関係市町村長の承諾を得なければならない。 

４ 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なけ れば承諾を

することができない。 

５ 前項の承諾があった場合においては、地方自治法第２４４条の３第１項の規定の 

 適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。 



様式２ 

   矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票 

専門部会名 建 設 分科会名 土木建築 

事務事業番号 ３８-３ 事務事業名 町村道・河川占用 

事務局報告年月日 平成  年  月  日 

提出責任者 専門部会長 矢部町 松本 五雄 

〃 分科会代表 蘇陽町 佐藤 三巳 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

町村道・河川占用については、合併までに調整する。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

道路占用許可 

（道路法３２条） 

○矢部町道路占用徴収条例による 

 

○清和村道路占用規則による 

 

○蘇陽町道路占用規則による 

 

道路占用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○矢部町道路占用徴収条例 

（占用料の額） 

 次の各号にて算定 

1.占用料の額が年額で定められている占用物件に 

 係る占用の期間が１年未満であるとき、又はそ 

 の期間に１年未満の端数があるときは月割をも 

 って計算し、なお、１月未満の端数があるとき 

 は１月として計算する。 

2.占用料の額が月額で定められている占用物件に 

 係る占用の期間が１月未満であるとき、又はそ 

 の期間に１月未満の端数があるときは、１月と 

 して計算する。 

3.占用料の額が日額で定められている占用物件に 

 係る占用の期間が１月未満であるときは、１月

未満であるときの単価により計算し、その額に

１円未満の端数があるときは、これを四捨五入

して計算する。 

4.占用物件の面積又は長さに別表１に掲げる単位 

 に満たない端数があるときは、これを切り上げ

て計算する。 

5.１件の占用について前各号により算定した額が 

 100 円未満のときは、これを 100 円とする。 

 

○清和村道路占用徴収条例 

（占用料の額） 

 次の各号にて算定 

1.占用期間に１５日以上１月未満の端数がある場

 合は１月とし１５日未満の端数がある場合

は切り上げる 

2.面積長さの端数は切り上げ計算 

3.１件の額が１００円未満は１００円とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○蘇陽町道路占用料徴収条例 

（占用料の額） 

 次の各号にて算定 

1.占用期間に１５日以上１月未満の端数がある場合 

 は１月とし１５日未満の端数がある場合は切り上

げる 

2.面積長さの端数は切り上げ計算 

3.１件の額が１００円未満は１００円とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可基準、条件の統一が必要。 

 

 

占用料の相違 



調査項目 矢  部  町 清  和  村 蘇  陽  町  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路法３２条第１項第１号に掲げる工作物） 

物  件 単  位 占用料(円) 

電柱及びその支柱 ６２０ 

電話柱 ２３０ 

街灯 １５０ 

その他柱類 

１本１年間 

４３０ 

変圧柱 公衆電話 ５４０ 

郵便差出箱 

１個１年間 

１８０ 

広告塔 １㎡１年間 ９００ 

送電塔 １㎡１年間 ４００ 

長さ１mにつき ４０ その他のもの 

 占用 1㎡につき ４６０ 

 

（減免） 

 1.公益事業のための占用 

 2.雨水汚水等の配水管理施設のための占用 

 3.その他公益上必要があると認められるとき 

 

（道路法３２条第１項第１号に掲げる工作物） 

物  件 単  位 占用料(円)

電柱及びその支柱 ６８０

電話柱 ２５０

街灯 ２１０

その他柱類 

１本１年間 

１，０７５

変圧柱 公衆電話 ６２０

郵便差出箱 

１個１年間 

２５０

広告塔 １㎡１年間 ２，１２５

送電塔 １㎡１年間 ５００

長さ１mにつき ５０その他のもの 

 占用 1㎡につき ６２０

 

（減免） 

 1.公益事業のための占用 

 2.雨水汚水等の配水管理施設のための占用 

 3.その他公益上必要があると認められるとき 

 

（道路法３２条第１項第１号に掲げる工作物） 

物  件 単  位 占用料(円) 

電柱及びその支柱 ６５１ 

電話柱 ２４１ 

街灯 １５７ 

その他柱類 

１本１年間 

４５１ 

変圧柱 公衆電話 ５６７ 

郵便差出箱 

１個１年間 

１８９ 

広告塔 １㎡１年間 ９４５ 

送電塔 １㎡１年間 ４２０ 

長さ１mにつき ４２ その他のもの 

 占用 1㎡につき ４８３ 

 

（減免） 

 1.公益事業のための占用 

 2.雨水汚水等の配水管理施設のための占用 

 3.その他公益上必要があると認められるとき 

 

河川占用許可 ○条例なし ○清和村普通河川管理条例による ○条例なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜道路法抜粋＞ 

 

第３章 道路の管理 

 

（道路の占用の許可） 

第３２条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続し 

て道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければなら な

い。 

 １．電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する   

工作物 

 ２．水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

 ３．鉄道、軌道その他これらに類する施設 

 ４．歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

 ５．地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

 ６．露天、商品置場その他これらに類する施設 

 ７．前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工   

作物、物件又は施設で政令で定めるもの 

２ 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道 

路管理者に提出しなければならない。 

 １．道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続   

して道路を使用することをいう。以下同じ。）の目的 

 ２．道路の占用の期間 

 ３．道路の占用の場所 

 ４．工作物、物件又は施設の構造 

 ５．工事実施の方法 

 ６．工事の時期 

 ７．道路の復旧方法 

３ 第１項の規定による許可を受けた者（以下「道路占用者」）という。）は、前項各 

号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交 通

に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合 を

除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 

４ 第１項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第７７条第１項の規定 

の適用を受けるものである場合においては、第２項の規定による申請者の提出は、 当

該地域を管轄する警察署長を経由して有なうことができる。この場合において、 当該

 



 

警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。 

５ 道路管理者は、第１項又は第３項の規定による許可を与えようとする場合におい 

て、当該許可に係る行為が道路交通法第７７条第１項の規定の適用を受けるもので 

 あるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 

 

 

 



様式２ 

   矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票 

専門部会名 建 設 分科会名 土木建築 

事務事業番号 ３８-４ 事務事業名 砂防及び急傾斜地崩壊対策事業 

事務局報告年月日 平成  年  月  日 

提出責任者 専門部会長 矢部町 松本 五雄 

〃 分科会代表 蘇陽町 佐藤 三巳 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

砂防及び急傾斜地崩壊対策事業については、分担金も含め合併までに調整する。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

砂防事業 単県砂防事業に対する町村負担金 

事業費の１０％ 

単県砂防事業に対する町村負担金 

事業費の１０％ 

単県砂防事業に対する町村負担金 

事業費の１０％ 

 

○鏡山地すべり危険予防対策要綱（地域指定） 

急傾斜地崩壊

対策事業 

○矢部町急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金

徴収条例 

 

国、県及び町が事業主体となる急傾斜崩壊防止 

対策事業における当該工事費の受益者分担金徴収 

 

（徴収する分担金） 

 国庫補助事業 １．５％ 

 県単独事業  ３．０％ 

 町単独事業  ５．０％ 

（減免） 

  天災その他特別な事情があるとき 

○清和村急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金

徴収条例 

 

国、県及び町が事業主体となる急傾斜崩壊防止 

対策事業における当該工事費の受益者分担金徴収

 

（徴収する分担金） 

 事業費の１００分の１０ 

 

 

（減免） 

 天災その他特別な事情があるとき 

○蘇陽町急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金

徴収条例 

 

国、県及び町が事業主体となる急傾斜崩壊防止 

対策事業における当該工事費の受益者分担金徴収 

 

（徴収する分担金） 

 補助残の１００分の３０ 

 

 

（減免） 

 天災その他特別な事情があるとき 

蘇陽町には地域指定の要綱がある 

 

 

 

 

 

分担金徴収率の相違 

 



様式２ 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票 

専門部会名 建 設 分科会名 土木建築 

事務事業番号 ３８-５ 事務事業名 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金については、合併後新町において検討する。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

条例及び規則 ○矢部町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規定 ○清和村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規定 

補助対象及び 

補助率 

（補助対象） 

・災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅の移転 

 にかかる除去等費及び建物助成費 

(1)除去等費 

 １戸当たり限度額    ６３万円 

(2)建物助成費 

 危険住宅に代わる新たな住宅の建設のため金融機関等 

 から融資を受けた場合の利息額に対して限度額を設け 

 て補助（借り入れ利率年 8.5％を限度） 

 １戸当たり限度額  ３，５６０千円 

  （建物 2,560 千円・土地 800 千円・造成 200 千円） 

 加算額 建物 450 千円（借入金 5,910 千円超） 

     土地 680 千円（借入金 1,900 千円超） 

     造成 160 千円（借入金 500 千円超） 

 

（補助率） 

 国１／２ 県１／４ 町１／４ 

（補助対象） 

・危険住宅の移転を行う者に対してその移転事業に要す 

 る経費に対する補助 

 補助金は要綱に基づき算定された補助対象額を限度と 

 し、予算の範囲内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補助率） 

 国１／２ 県１／４ 村１／４ 

なし 

 

 



様式２ 

   矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票 

専門部会名 建 設 分科会名 住 宅 

事務事業番号 ３８-６ 事務事業名 公営住宅建設計画 

事務局報告年月日 平成  年 月  日 

提出責任者 専門部会長 松本五雄 

〃 分科会代表 白鷹敬一 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

公営住宅建設計画については、合併後新町において策定する。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

建設計画 ・建設計画 

年度 団地名・構造 戸数 

１５ 千滝Ｃ団地（仮称） 

木造平屋１棟１戸 

１２ 

１６     ― ― 

 

 

 

・建設計画 

年度 団地名・構造 戸数 

１５ 和の杜団地 

木造平屋１棟１戸 

４ 

１６ 和の杜団地 

木造平屋１棟１戸 

１ 

 

 

 

・建設計画 

年度 団地名・構造 戸数 

１５ 柏団地 

木造平屋１棟２戸 

４ 

１６ ― ― 

 

 

 

「住宅マスタープラン」の策定が必要 

 

＜市町村住宅マスタープラン＞ 

 良好な住宅、住みよい住宅・住環境をつく

るため、どのような取り組みを行うか定める

計画。具体的には、定住を促進するための住

宅供給の方法や、公営住宅の整備の方法等に

ついて定める、住宅施策に関する総合的な、

行政計画。 

熊本県においても、「熊本県住宅マスター

プラン」が策定されており、今後、県と市町

村との協調における、住宅行政の推進が必要

である。 

 

 

 

 

 

 



様式２ 

   矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票 

専門部会名 建 設 分科会名 住 宅 

事務事業番号 ３８-７ 事務事業名 公営住宅管理 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

公営住宅管理については、合併までに調整する。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

管理条例及び 

規則 

 

 

 

○矢部町営住宅条例 

○矢部町営住宅条例施行規則 

 

 

 

○清和村営住宅条例 

○清和村営住宅条例施行規則 

○清和村特定公共賃貸住宅条例 

○清和村特定公共賃貸住宅条例施行規則 

 

○蘇陽町営住宅管理条例 

○蘇陽町営住宅管理条例施行規則 

○蘇陽町営住宅駐車場に関する取り扱い規則 

○蘇陽町特定公共賃貸住宅条例 

 

管理戸数 

 

 

・公営住宅   ２００戸 

・小集落改良住宅 ３２戸 

 

・公営住宅  ５８戸 

 

 

・公営住宅  １１１戸（公営８５戸  特公賃２６戸） 

 

 

管理人 ・選任していない ・団地の入居者から推薦を受けた人で村長が委嘱

 入居者の確認、団地内の住宅に関する管理及び

 報告等 

・担当課で管理 

修繕 （町が行う修繕） 

・基礎、柱、壁、屋根、その他構造上重要な部 

 分及び給水施設、排水施設、電気施設等 

 

（入居者が行う修繕） 

・畳表替え、ふすまの張り替え、ガラスのはめ替 

 え、建具補修・修理、消火栓、その他パッキン 

グ取り替え、壁などの小修理、電球・電気スイ 

ッチ取り替え、その他住宅使用上及び社会通念 

上当然入居者が負担しなければならないもの 

（村が行う修繕） 

・基礎、柱、壁、屋根、その他構造上重要な部 

 分及び給水施設、排水施設、電気施設等 

 

（入居者が行う修繕） 

・畳表替え、ふすまの張り替え、ガラスのはめ替

 え、建具補修・修理、消火栓、その他パッキン

グ取り替え、壁などの小修理、電球・電気スイ

ッチ取り替え、その他住宅使用上及び社会通念

上当然入居者が負担しなければならないもの 

（町が行う修繕） 

・住居建物内については入居者の依頼・相談に応じて 

 修理。基礎、柱、壁、屋根、その他構造上重要な部 

 分及び給水施設、排水施設、電気施設等 

（入居者が行う修繕） 

・畳表替え、ふすま・障子の張り替え、破損ガラスの

取り替え等軽微な修繕、給水栓、点滅器その他附帯

施設の構造上重要でない部分の修繕。入居者の責に

帰すべき事由による破損 

 その他住宅使用上当然入居者が負担しなければな

らないもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

清和村のみ管理人を設置してある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

模様替え増築 

等 

・原則的にはできないが、町長の承認を受ければ

よい（現状回復及び撤去等条件） 

・原則的にはできないが、村長の承認を受ければ

よい（現状回復及び撤去等条件） 

・原則的にはできないが、町長の承認を受ければ

よい（現状回復及び撤去等条件） 

明け渡し請求 ・不正の行為によって入居したとき 

・家賃を３ヶ月以上滞納したとき 

・当該町営住宅又は共同施設を故意に損じたとき 

・正当な事由によらないで 15 日以上町営住宅を 

 使用しないとき 

・条例第 12 条、第 13 条及び第 23 条から第 28 条 

 までの規定に違反したとき 

・町営住宅借り上げ期間が満了するとき 

・その他高額所得者および建設事業による明け渡

し請求がある 

・不正の行為によって入居したとき 

・家賃を３ヶ月以上滞納したとき 

・当該村営住宅又は共同施設を故意に損じたとき

・正当な事由によらないで 15 日以上村営住宅を 

 使用しないとき 

・条例第 11 条、第 12 条及び第 22 条から第 27 条

 までの規定に違反したとき 

・村営住宅借り上げ期間が満了するとき 

・その他高額所得者および建設事業による明け渡

し請求がある 

・不正の行為によって入居したとき 

・家賃を３ヶ月以上滞納したとき 

・当該町営住宅又は共同施設を故意に損じたとき 

・正当な事由によらないで 15 日以上町営住宅を 

 使用しないとき 

・条例第 12 条、第 13 条及び第 24 条から第 29 条 

 までの規定に違反したとき 

・町営住宅借り上げ期間が満了するとき 

・その他高額所得者および建設事業による明け渡

し請求がある 

非補助住宅 戸数 ３戸 

家賃 町営住宅条例に準ずる 

管理 町営住宅条例に準ずる 

戸数 ６戸 

   （一般４戸 教職員住宅２戸） 

家賃 村営住宅条例に準ずる 

管理 村営住宅条例に準ずる 

戸数 ６戸 

   （NTT 賃貸１棟２住宅） 

   （教職員住宅４棟４住宅） 

家賃 収入に関係なく定額 

管理 町営住宅条例に準ずる 

家賃の決定 

 

毎年度、入居者からの申告に基づき、近傍同種の

家賃以下で公営住宅法施行令第２条に規定する方

法により算出 

 

毎年度、入居者からの申告に基づき、近傍同種の

家賃以下で公営住宅法施行令第２条に規定する方

法により算出 

 

毎年度、入居者からの申告に基づき、近傍同種の

家賃以下で公営住宅法施行令第２条に規定する方

法により算出 

 

家賃の減免又

は徴収猶予 

 

次の場合家賃の減免又は徴収の猶予をする 

① 入居者又は同居者の収入が著しく低額である

とき 

② 入居者又は同居者が病気にかかったとき 

③ 入居者又は同居者が災害により著しい損害を

受けたとき 

④ その他前３号に順ずる特別区別の事情がある

場合 

 

次の場合家賃の減免又は徴収の猶予をする 

⑤ 入居者又は同居者の収入が著しく低額である

とき 

⑥ 入居者又は同居者が病気にかかったとき 

⑦ 入居者又は同居者が災害により著しい損害を

受けたとき 

⑧ その他前３号に順ずる特別区別の事情がある

場合 

 

次の場合家賃の減免又は徴収の猶予をする 

⑨ 入居者又は同居者の収入が著しく低額である

とき 

⑩ 入居者又は同居者が病気にかかったとき 

⑪ 入居者又は同居者が災害により著しい損害を

受けたとき 

⑫ その他前３号に順ずる特別区別の事情がある

場合 

 

家賃の納付 

 

・入居可能日から明渡しの日までの間家賃を徴収 

 

・入居可能日から明渡しの日までの間家賃を徴収

 

・入居可能日から明渡しの日までの間家賃を徴収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

家賃の徴収 

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

・毎月末日までにその月分を納付してもらう 

・入居者が新たに入居した場合、又は住宅を明渡

した場合、その月の使用期間が一月に満たない

ときは、その月の家賃は日割り計算による 

・退去の手続きなしで入居者が立ち退いた場合は

町長が明渡し日を認定し、その月まで家賃を徴

収する 

・役場窓口払い、口座振替（銀行・農協・郵便局） 

 

・毎月末日までにその月分を納付してもらう 

・入居者が新たに入居した場合、又は住宅を明渡

した場合、その月の使用期間が一月に満たない

ときは、その月の家賃は日割り計算による 

・退去の手続きなしで入居者が立ち退いた場合は

村長が明渡し日を認定し、その月まで家賃を徴

収する 

・役場窓口払い、口座振替（銀行・農協・郵便局）

 

 

 

・毎月月末までにその月分を納付してもらう 

・入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅

を明渡した場合、その月の使用期間が１月に満

たないときは、その月分の家賃は日割り計算に

よる。 

・退去手続きなしで住宅を立ち退いた場合は町長

が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴

収する 

・役場（支所・診療所）窓口払い 

・口座振替（郵便局、農協、銀行（肥後・熊ファ

ミ・宮崎） 

・納付書があれば口座振替利用金融機関（郵便局

以外）では窓口払いができる。 

共益費 

 

 

 

 

 

 

 

・駐車場 ５００円／１台 

 水ノ田尾住宅 

 

 

 

 

 

 

 

・なし 

 

 

 

 

 

 

 

・浄化槽（一部単独）設置住宅入居者より徴収 

・合併浄化槽  月額５，０００円 

（維持管理、外灯、駐車場代含む） 

 

・合併浄化槽  ２，８００円 

・単独浄化槽  ２，４００円 

          （浄化槽維持管理費のみ） 

 

敷金 ・入居時家賃の３か月分を徴収 

・減免又は猶予措置あり 

・明渡し時に還付（未納分・賠償金控除後） 

・利子はつけない 

 

・入居時家賃の３か月分を徴収 

・減免又は猶予措置あり 

・明渡し時に還付（未納分・賠償金控除後） 

・利子はつけない 

・入居時家賃の３ヶ月分徴収 

・減免又は猶予措置あり 

・明渡し時に還付（未納分・賠償金控除後） 

・利子はつけない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共益費について相違がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２ 

   矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票                          

専門部会名 建 設 分科会名 住 宅 

事務事業番号 ３８-８ 事務事業名 小集落改良住宅 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

小集落改良住宅については、現行のまま新町に引き継ぐ。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

管理条例及び 

規則 

○矢部町小集落改良住宅設置及び管理条例 

 

家賃の決定 ○矢部町小集落改良住宅設置及び管理条例による 

 

管理戸数 ・32 戸 

住宅管理員 ・なし 

共同施設 ・共益費はなし 

修繕 

 

 

 

 

 

（町が行う修繕） 

・基礎、柱、壁、屋根、その他構造上重要な部分及び給水施設、排水施設、電気施設等 

（入居者が行う修繕） 

・畳表替え、ふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、建具補修・修理、消火栓、その他パッキング

取り替え、壁などの小修理、電球・電気スイッチ取り替え、その他住宅使用上及び社会通念上当

然入居者が負担しなければならないもの。 

管理人 ・選任していない 

住宅の模様 

替え増築等 

 

・原則的にはできないが、町長の承認を受ければよい（原状回復及び撤去等条件） 

明け渡し請 

求事項 

・不正の行為によって入居したとき。 

・家賃を３ヶ月以上滞納したとき。 

・当該町営住宅又は共同施設を故意に損したとき。 

・正当な事由によらないで１５日以上町営住宅を使用しないとき。 

・条例第 13条に定める保管義務に違反したとき。 

 

なし なし  

 

 



様式２ 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票 

専門部会名 建 設 分科会名 土木建築 

事務事業番号 ３８-９ 事務事業名 駐車場設置補助金 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

駐車場設置補助金については、合併後新町において検討する。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

条例及び規則 ○駐車場設置補助金交付条例 

○駐車場設置補助金交付条例施行規則 

補助対象及び 

補助率 

（補助対象） 

・市街地交通緩和の目的を達成するため商店街が共同で顧客のために設置する 

 無料駐車場で、土地代を除く施設費とする。 

 施設費の補助対象工事限度額 ５００万円 

 

（補助率） 

・施設費の ５０％以内 

なし なし  

 



 

様式２ 

   矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調整票 

専門部会名 建 設 分科会名 土木建築 

事務事業番号 ３８-１０ 事務事業名 河川、道路関連協議会等 

 

調整方針 

重要度 ○ 
 

河川、道路関連協議会等については、合併後新町において検討する。 

 

調査項目 矢   部   町 清   和   村 蘇   陽   町 相違点・課題等 

 ○協議会等（会費及び負担金） 

 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 

九州横断自動車道延岡線建設促進期成会 １６０，０００円 １６０，０００円 １６０，０００円 

緑川改修期成会 ３０，０００円 ３０，０００円 － 

熊本県市町村道整備促進期成同盟会 １０，０００円 ５，０００円 ５，０００円 

上益城土木協会 ６１９，０００円 ３９０，０００円 － 

熊本県道路利用者協会 １２０，０００円 １１，０００円 ２，０００円 

熊本県河川海岸防災協会 ８４，０００円 ２３，０００円 １２，０００円 

熊本県治水砂防協会 １５０，０００円 １７２，０００円 ３４，０００円 

九州国道協会 ５０，０００円 ３０，０００円 ３０，０００円 

九州地区用地対策連絡会 １０，０００円 － １０，０００円 

矢部阿蘇公園線整備促進期成同盟会 １３２，０００円 ２０，０００円 ２０，０００円 

椎葉矢部砥用線整備促進期成同盟会 ６０，０００円 － － 

日本道路協会 ３０，０００円 ３０，０００円 ３０，０００円 

熊本県災害関連事業促進期成会 ４０，０００円 － － 

熊本県阿蘇幹線道路整備促進期成会 － － ３０，０００円 

中九州地域高規格道路推進期生会 － － ６７，０００円 

５７号線整備促進期成会 － － ３０，０００円 

県北横断道路推進期成会 － － ３０，０００円 

ダム所在市町村全国協議会 － － １０，０００円 
 

河川、道路関連協議会等の加入について

は、合併後検討する 

 


